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１【提出理由】

2020年６月26日開催の当社第55回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2020年６月26日

 

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１.　期末配当に関する事項

①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金75円　総額4,587,779,625円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2020年６月29日

２.　その他の剰余金の処分に関する事項

①　減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　80,000,000,000円

②　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　80,000,000,000円

 
第２号議案　定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主

の皆さまからの信任の機会増加によるコーポレート・ガバナンスの強化等を目的に、取締役の任期を２年か

ら１年に短縮することとし、現行定款第22条（取締役の任期）につき所要の変更を行う。

 
第３号議案　取締役６名選任の件

　取締役として、毒島秀行、筒井公久、富山一郎、石原明彦、木谷太郎、山﨑博行の６氏を選任する。

EDINET提出書類

株式会社三共(E02419)

臨時報告書

2/3



 

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

 
 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果

第１号議案 516,893 387 0 99.89 可決

第２号議案 516,774 506 0 99.86 可決

第３号議案      

毒島　秀行 404,841 111,098 1,333 78.23 可決

筒井　公久 432,420 83,647 1,202 83.56 可決

富山　一郎 463,990 53,288 0 89.66 可決

石原　明彦 480,438 36,840 0 92.84 可決

木谷　太郎 482,874 34,405 0 93.31 可決

山﨑　博行 442,820 74,324 131 85.57 可決
 

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した

当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した

当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及

び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

　

以上
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